
１. 計画作成の背景と目的 

２. 計画の対象範囲 

３. 地域計画の位置付けと計画期間 

朝倉市文化財保存活用地域計画 
〈概要版〉 

石造秋月の目鏡橋 光月流太鼓 

恵蘇八幡宮神幸祭 旧三奈木黒田家庭園 本計画の対象とする「歴史文化遺産」 



４. 朝倉市の歴史文化遺産の概要 

● 指定等文化財の概要 

 

 

 

● 未指定文化財等の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝平塚大願寺塚出土三角縁神獣鏡 おしろいまつり 

普門院本堂 

小田茶臼塚古墳 

小田組大庄屋桑野家文書 林流抱え大筒 

須賀神社の社倉 杷木の泥打 

比良松の町並み 



５. 歴史文化の特性 

１. 水の風景 ～筑後川流域と朝倉の水辺～ 

２. 土の風景 ～平塚川添遺跡と埋もれていた朝倉文化～ 

３. 山の風景 ～古処山をはじめとする朝倉の山の中の物語～ 

４. 道の風景 ～古代女帝の物語と朝倉の道と拠点～ 

５. 祈りの風景 ～朝倉の祭りと祈り～ 

 

朝倉の５つの風景の概念図 



６. 保存・活用の将来像  

基本理念 

● 課題-方針-措置の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

・未調査の歴史文化遺産の調査が必要 

・過去の調査成果の整理及び公開活用が不十分 

基本方針 

魅力の発見 

継承・活性化 

教育・普及 

区分 

調査 

保存・継承 

防災・防犯 

活性化 

教育・普及 

課題 

・文化財に対する価値付けが不十分 

・歴史文化遺産の日常的な保存状況の確認が不十分 

・計画的な修理・整備事業が不十分 

・指定・登録制度の補完不足 

・職員の専門性や資質の不足 

・歴史文化遺産に対する防災意識が不十分 

・発災時等における連絡体制等の構築が不十分 

・火災や盗難などに対する備えが不十分 

・想定されるリスクの整理が必要 

・各施設の活用・活性化についての検討が必要 

・文化財の保存環境の改善が必要 

・地域コミュニティとの連携が不足 

・景観の維持向上や地域活性化不足 

・歴史的建造物の活用方策の停滞 

・希少性の高い文化財の公開・普及啓発の機会不足 

・文化財部局と観光関係者との連携が不十分 

・公開可能な歴史文化遺産におけるサイン不足 

・文化財部局と観光関係者との連携が不十分 

・歴史文化遺産に触れる機会や学校教育との連携が不十分 

・次世代の担い手への郷土教育の強化が必要 

・能動的な学びの機会が限定的 

・市民としての誇りや愛着の醸成が必要 

・歴史文化遺産の管理における所有者負担の軽減が必要 

・伝統的な祭り・行事の継続危機 

・語り部となるような人材が不足 

・市民が歴史文化遺産の保存と活用に参画する機会が不足 

・歴史文化遺産の管理における所有者負担の軽減が必要 



基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 魅力の発見 

② 継承・活性化 

③ 教育・普及 

方針 措置の例 

・未調査分野等の重点的調査 

・既往調査成果の再整理と追加調査の推進 

・調査成果に基づく指定等による保護の推進 

・歴史文化遺産の現状の的確な把握 

・修理・整備の計画的な実施 

・市登録制度の整備の必要性について検討する 

・文化財保護行政推進体制の強化 

・文化財防災訓練の実施、防災意識の啓発 

・発災時の連絡・連携体制の構築 

・防災・防犯設備の充実 

・災害予測と情報共有 

・歴史文化遺産の保存活用の核となる施設の活用 

・歴史文化遺産の保存活用の核となる施設の連携 

・文化財収蔵庫の整備 

・まちづくりの推進 

・伝建地区の活性化と空き家対策 

・歴史的建造物におけるユニークベニューの実施 

・歴史文化遺産所有者との連携 

・観光関係者との連携した歴史文化遺産を活用したイベントの実施 

・来訪者のための説明板等の充実 

・修学旅行の誘致 

・歴史文化遺産に触れる機会の創出 

・学校教育との連携強化 

・生涯学習の推進 

・歴史文化遺産の情報発信力の強化 

・歴史文化遺産の保存・活用に関わる民間団体の活用・連携 

・持続可能な継承体制の構築 

・歴史文化遺産の魅力を伝える人材の育成 

・歴史文化遺産の保存・活用への市民参画 

・地域人材の掘り起こし 

埋蔵文化財包蔵地調査 
埋蔵文化財包蔵地を適切に取り扱うため、土木工事
等開発に際しての事前審査を徹底するとともに、開

発事業者に対して法令遵守と適切な手続きを行う
よう周知啓発に努める。 
■行政、地域 

■R６年度（2024）～R15年度（2033） 

文化財指定の検討 
既に把握された歴史文化遺産の詳細調査及びその成

果の整理を行い、未指定文化財の指定等について検討
する。特に重要なものは国・県と連絡調整を行い、よ
り上位での保存の措置を図るよう検討する。 

■行政 

■令和６年度（2024）～令和15年度（2033） 

文化財レスキューの際の連携構築 

歴史文化遺産の保存・活用に係る関係者と連携協力し

て、緊急時の連絡体制を確立するとともに、発災後の

初動体制の連携確立に着手する。 

■行政、所有者等、地域、団体等 

■R６年度（2024）～R15年度（2033） 

地域コミュニティとの連携 

歴史文化遺産の活用に際し、地域コミュニティと連

携を深めることで、地域の活性化に資するととも

に、地域行事や地域に密着した生活文化の普及啓発

やその継承を図る 

■行政、地域、団体等 

■R６年度（2024）～R15年度（2033） 

学校教育で歴史文化遺産を活用する地域学習の促

進 

その地域ならではの現地学習、出前講座、体験講座（古

民具、出土遺物の貸し出し等）を実施する。特に歴史文

化遺産とのふれあいの場を創出するため、「あさくら子ど

もの日」、「昔のくらし体験」、「出前講座」等の既存の取

組みを継続推進しつつ、あわせてICTを活用して歴史文

化遺産を教材として提供するなど、学校教育との連携を

強化する。 

■行政、地域、団体等 



７. 関連文化財群  

 

 

 

● 関連文化財群のストーリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１. 筑後川水系に育まれた文化は水の如し 

２. 平塚川添遺跡とその周辺 ～弥生時代の福田台地遺跡群～ 

３. 朝倉の古墳 ～古墳の築造と古墳時代文化～ 

４. 黒川院と英彦山 

５. 霊峰古処山の自然と秋月氏の興亡 

 

 

 

 

朝倉揚水車 

 

平塚川添遺跡公園 

池の上・古寺墳墓群出土遺物 

古処山城 

黒川院遠景 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８. 保存活用区域 

 

 

 方針の例 事業の例 

保

存 

中世秋月氏に関連する歴史

文化遺産の調査を推進する 

● 秋月氏関係調査の実施 

中世秋月氏に関係する山城等の遺跡の現地調査や、関係する古文書の所在及び

解読の調査を推進する。 

■R６年度（2024）～R15年度（2033） ■行政 

活

用 

観光資源と歴史文化遺産の

効果的な連携により、誘客

を図る 

● 観光と連携したマップの作成 

建造物や遺跡等を見学しながら、グルメや土産物購入を楽しめるような「まち

あるきマップ」を作成し、これを広く公開して域内の回遊性を高めながら相乗

効果を創出する。 

■R６年度（2024）～R15年度（2033） ■行政、団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６. 朝倉橘広庭宮伝承と朝倉の道 ～未来につなぐ文化の道～  

７. 朝倉の祈りの風景 ～人々に支えられてきた祈り～  

杷木神籠石遠景 

蜷城の獅子舞 

秋月の町並み 

石田家住宅 

保存活用区域の範囲と 
歴史文化遺産の分布 



９. 地域計画の推進体制 

10. 防犯・防災の推進体制 

地域計画の推進体制 

防犯・防災の推進体制 

所有者・管理者 朝倉市（文化・生涯学習課） 

朝倉警察署 

福岡県警本部 

朝倉市災害対策本部 

甘木・朝倉消防本部・朝倉市消防団 

文化庁 

福岡県文化財保護課 ・ 九州歴史資料館 

文化財防災センター・九州国立博物館等 

自然災害 

情報提供・情報交換 

行 政 

行 

政 

【文化財所管部署】 

・文化・生涯学習課 

・朝倉市秋月博物館 

・甘木歴史資料館 

・平塚川添遺跡公園 

【庁内関係部署】 

・福岡県文化財保護課 

・九州歴史資料館 

・文化庁 

・文化財防災センター 

・九州国立博物館 

動向  情報交換 

報告  連携 所有者等 

朝倉市文化財専門委員会 

朝倉市文化財保存活用地域計画 

協議会 

情報共有 
計画の進捗状況の評価・見直し 

助言・指導 

地域 地域コミュニティ 

団体等 

・ボランティア団体 

・文化財関連団体 

・大学等教育研究機関 

・商工観光関連団体 

 

火災 き損・盗難等 

所有者・管理者 


